
(1)  出願は、1校限りとする。いったん入学願を提出した後には、出願変更期間内の「出願変更」及び

  「出願取消し」の場合を除き、どのような変更も認めない。

(2)  本校への出願は、志望順に第 1 志望から第３志望まで記入できる。

　　第２志望欄については学科名を記入するか、志望のない者は斜線を引くこと。

　　第３志望欄については、学科名を記入するか、どの学科でも良いことを意味する「全」と記入するか、

志望のないときは斜線を引くこと。第３志望欄に「全」と記入した場合、合格する学科は本校に一

任となるので注意すること。

　　なお、第２志望欄が斜線の場合は、第３志望欄も斜線を引くこと。空欄でかつ斜線が引いていな

い場合は志望がないものとみなす。

平成  31 年 度平成  31 年 度

生  徒  募  集  要  項生  徒  募  集  要  項

前期（特色）選抜・後期（一般）選抜前期（特色）選抜・後期（一般）選抜

熊本県立熊本農業高等学校熊本県立熊本農業高等学校

〒861  - 4105  熊本市南区元三町５丁目１番１号〒861  - 4105  熊本市南区元三町５丁目１番１号

TEL  096 - 357 - 8800  FAX 096 - 357 - 6699TEL  096 - 357 - 8800  FAX 096 - 357 - 6699

１　実施学科及び募集人員

２　出願資格

　 入学を志願できる者は、 次の (1) 、 (2) をともに満たしていることを中学校又はこれに準じる学校

（以下、 「中学校」 という。 ）の校長が確認した者で、 かつ、 (3) ～ (5) のいずれかに該当する者とする。

(1)   前期（特色）選抜において本校校長が定めた重視する観点を理解し、 希望する者

(2)   合格した場合は、 必ず入学する者

(3)　平成31年３月に中学校を卒業見込みの者又は中学校を卒業した者

(4)　平成31年３月に中等教育学校の前期課程を修了見込みの者又は中等教育学校の前期課程を修了した者

(5)　学校教育法施行規則第95条の各号の一に該当し、 中学校を卒業した者と同等以上の学力があると

　 認められた者

農　　業　　科 男女共学 20 人以内

20 人以内

20 人以内

20 人以内

20 人以内

20 人以内

20 人以内

男女共学

男女共学

男女共学

男女共学

男女共学

男女共学

�園芸・果樹科

�畜　　産　　科

農 業 経 済 科

食 品 工 業 科

�農 業 土 木 科

生　　活　　科

後期（一般）選抜出願手続き

前期（特色）選抜、後期（一般）選抜についての出願上の諸注意

合格者説明会

１　必要な書類等

２　出願の制限

３　出願取消し

４　出願変更

(1)  入学願　　(2)　受検票　　(3)　写真票　　(4)　入学者選抜手数料 （2,200円） 

(5)  農業経営者育成教育に該当する学科の入学志願者調書〔農業科、園芸・果樹科、畜産科の志願者のみ必要〕 

(6)  自己申告書（希望する者のみ）　　(7)　調査書　　(8)　成績一覧表

　　※前期（特色）選抜に引きつづき本校に再び出願する場合は、(5)、(7)、(8)の提出は省略するものとする。 

　ただし、新たに農業科、園芸・果樹科、畜産科へ出願する場合は、農業経営者育成教育に該当する学科

の入学志願者調書を提出すること。

　出願者は、 上記 (1) ～ (6) を出身中学校長を経由して出願期間内に本校校長に提出する。

　中学校長は、(7) 調査書と (8) 成績一覧表を平成 31 年２月 25 日（月）から２月 27 日（水）午後 4 時

までに、 本校校長に提出する。

　平成 31年 2月25日（月）以後に、 本人、 保護者及び出身中学校長連署のうえ、 文書で本校校長に届け出

なければならない。 

1　いったん受理した入学者選抜手数料は、理由のいかんを問わず返付しない。 

2　郵送による出願の場合は、必要書類に入学者選抜手数料（2,200 円の小為替）、現金領収証（必要事項

  記入）、返信用封筒〔（宛名記入、 簡易書留料金を含む切手（392 円）貼付のもの）〕を同封すること。 

3　入学願、調査書及び成績一覧表等の提出書類に虚偽の事実を発見した場合は、合格発表後であって

  も、その合格を取り消すことがある。（熊本県立高等学校入学者選抜要項による） 

１　 平成31年３月20日（水） 午後１時に保護者同伴のうえ、本校体育館に集合すること。 

２　無断で欠席した場合は、合格を取り消すことがある。 

(1)  出願した高等学校、課程、学科・コースを変更したい者は、１回に限り変更することができる。

(2)  出願変更期間は、平成31年2月19日（火）から2月22日（金）までとし、この期間に (3) の出願変更の

手続きをすべて完了するものとする。受付時間は、午前９時から午後４時までとし、最終日は正午まで

とする。ただし、土曜日及び日曜日は除く。なお、郵送による出願変更は受け付けない。

(3)  出願変更の手続き

　ア　異なる高等学校に出願変更する場合

　　　①「出願変更願（甲）」　②「出願変更願（乙）」　③先に交付された「受検票」を出身中学校長を経て、

本校校長に提出し、所定の欄に証明を受けた「出願変更願（乙）」と先に提出した「入学願」、「写真

票」を受け取る。その後、受け取った「出願変更願（乙）」と新たに作成した「入学願」、「受検票」、

「写真票」を添付し、出身中学校長を経て、出願変更先の高等学校長に提出し、受検票の交付を受ける。

　イ　本校の異なる学科に出願変更する場合

　　　出身中学校長を経て、本校校長に「出願変更願（甲）」と先に交付された「受検票」に添えて、新

たに作成した「入学願」、「受検票」、「写真票」を提出し、先に提出した「入学願」、「写真票」を受け

取るとともに、「受検票」の交付を受ける。

　ウ　出願変更の際の入学者選抜手数料については、熊本県立高等学校入学者選抜要項による。 

前期（特色）選抜

３　出願期間

平成31年1月21日（月）

　　　　～24日（木）

毎日午前９時から午後４時までとし、最終日は正午までとする。

ただし、土曜日及び日曜日は除く。 なお、 郵送による出願の場合は

1月23日（水）までの消印のあるものに限り受け付ける。

※県外公立高等学校入学志願についての証明書（県外中学校出身者のみ）



　受検者は、受検票、筆記用具、消しゴム、定規、コンパス、弁当（６日）、上履き、ビニール袋（靴入れ用）

を持参すること。

　ただし、分度器付き定規、分度器付きコンパス、分度器、下敷き、電卓、計算機能・辞書機能・地

図表示機能を持つ時計、移動通信機器（携帯電話等）等、検査上公正を欠くものの検査室への持ち込み

は許さない。

(1) 学力検査の順位、評定の順位が、ともに募集人員以内にある者を対象に、第１選考として、その中

から合格者を決定する。 

(2)  第１選考での合格者数が募集人員に満たない場合

　学力検査の順位については募集人員の1.1倍、募集人員の1.2倍…など、募集人員の10％ずつ、評定

の順位については募集人員の1.2倍、募集人員の1.4倍…など、募集人員の20％ずつ範囲を順次拡大

し、学力検査の順位及び評定の順位が、ともにその範囲内にいる者を対象に、第２選考、第３選考、

…として、その中から残りの合格者を決定していく。 　選考の結果不合格になった者は、改めて後期（一般）選抜に出願することができる。この場合の提出書類

は、後期（一般）選抜に要するすべての書類を提出すること。ただし、本校へ再び出願する場合は、調査書、

成績一覧表及び農業経営者育成教育に該当する学科の入学志願者調書を省略するものとする。ただし、新た

に農業科、園芸・果樹科、畜産科へ出願する場合は、農業経営者育成教育に該当する学科の入学志願者調書

を提出すること。

４　選抜実施日

５　選抜実施日の日程

６　携  帯  品

７　選抜方法

８　選抜結果の通知

１　必要な書類等

２　出願は、１学科限りとする。

３　出願取消し

前期（特色）選抜出願手続き

１　実施学科及び募集人員

２　出願資格

３　出願期間

４　検査日時

５　検査時間割

６　携 帯 品

７　選抜方法

８　合格発表

　農業科、園芸・果樹科、畜産科、生活科、農業経済科、食品工業科、農業土木科

  （各学科とも定員 40 人から前期（特色）選抜合格内定者数を減じた数とする）

　 本県の前期（特色）選抜又は中高一貫教育（連携型）に係る入学者選抜に合格した者以外の者である

 とともに、次の(1)から(3)のいずれかに該当する者とする。

(1)  平成 31年３月に中学校を卒業見込みの者又は中学校を卒業した者

(2)  平成 31年３月に中等教育学校の前期課程を修了見込みの者又は中等教育学校の前期課程を修了した者

(3)  学校教育法施行規則第 95 条の各号の一に該当し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認

められた者

　県外からの出願において、 転勤等やむを得ない事情によってこの期間に出願できなかった場合には、

入学式当日までに学区内に保護者とともに確実に転居し、 入学後も通学区域内から通学することが確認

できることを条件に、 特例として平成31年2月25日（月）から3月1日（金）の午後 4 時まで受け付ける。

ただし、 土曜日及び日曜日は除く。

　なお、 この場合、 やむを得ない事情のため平成31年２月18日（月）までに出願できなかったことを証明する

書類を添付すること。 

平成31年２月13日（水）

　　　 　 ～18日（月）

毎日午前９時から午後４時までとし、 最終日は正午までとする。

ただし、 土曜日及び日曜日は除く。 郵送による出願の場合は、

2月17日（日）までの消印のあるものに限り受け付ける。

平成31年３月６日 （水）

～７日 （木）

午前９時 20 分までに本校の体育館に集合すること。 

検査は、午前 10 時から本校で実施する。 

平成 31年 3月13日（水）
前期（特色）選抜合格者と同時に受検番号を掲示する。 

掲示場所 : 本校前庭　　 　時間 : 午前９時～

第１時限

第２時限

第３時限

10：00 ～ 10：50

11：10 ～ 12：00

13：10 ～ 14：00

50 分

50 分

50 分

10：00 ～ 10：50

11：10 ～ 12：00

50 分

50 分

国　語

理　科

英　語 (リスニングテストを含む)

第１時限

第２時限

社　会

数　学

６日 (水)

７日 (木)

平成31年2月１日（金）

９時 20 分～9 時 50 分 10 時 20 分 ～ 10時 50 分 10時 50 分 ～ 11 時 45 分 11時50分 ～

作文（400字以内） 昼　　食 面　 接点 呼・概 要 説 明

午前９時20分までに本校の体育館に集合すること。 

平成31年2月12日（火）

本校校長から中学校長に通知する。合格内定者に対しては中学校

長をとおして本人に通知する。また、平成31年３月13日（水）に

後期（一般）選抜合格者と同時に、受検番号を掲示する。 

　受検者は、受検票、筆記用具、消しゴム、弁当、上履き、ビニール袋（靴入れ用）を持参すること。 

　ただし、下敷き、電卓、計算機能・辞書機能・地図表示機能を持つ時計、移動通信機器（携帯電話等）

等、検査上公正を欠くものの検査室への持ち込みは許さない。 

(1)　入学願　　　(2)　受検票　　　(3)　写真票

(4)　入学者選抜手数料（2,200円）

(5)　農業経営者育成教育に該当する学科の入学志願者調書〔農業科、園芸・果樹科、畜産科の志願者のみ必要〕

(6)　自己申告書（希望する者のみ）　　(7)　調査書

(8)　証明を受けた成績一覧表（各中学校一部） 

　出願者は、上記(1)～(6)を、出身中学校長を経由して出願期間内に本校校長に提出する。

　中学校長は、出願者から提出された上記(1)～(6)のほか、(7) 調査書と(8) 成績一覧表を出願期間内

に本校校長に提出する。

　やむを得ない事情のために出願を取り消す場合は、 平成 31 年 1月25日（金）から1月31日（木）午後 4 時まで

に、 本人、 保護者及び出身中学校長連署のうえ、 文書で本校校長に届け出なければならない。

４　不合格者の取扱い

後期（一般）選抜

　第 2 志望を申し出ることはできない。 いったん出願した場合は、変更はできない。

作文（1 割）、個人面接（3 割）、調査書（5 割）、

農業経営者育成教育に該当する学科の入学志願者調書（1 割）

農業科、園芸・果樹科、

畜産科

生活科、農業経済科、

食品工業科、農業土木科
作文（2 割）、個人面接（3 割）、調査書（5 割）

※県外公立高等学校入学志願についての証明書（県外中学校出身者のみ）


